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新型コロナウイルス感染症の予防接種実施体制における

薬剤師である管理者の兼務許可の取扱いについて

平素から、本県の保健福祉行政の推進につきましては、格別の御理解、御協力

をいただき厚くお礼申し上げます。

新型コロナウイルス感染症の予防接種実施体制においては、体制の構築に多く

の医療従事者等の協力が必要とされており、自治体等から薬剤師に対し、新型コ

ロナワクチン接種に関する業務等についての協力依頼が寄せられています。

ついては、薬剤師である管理者の兼務許可について、下記のとおり取り扱うこ

ととしましたので御了知のうえ、貴会員への周知をよろしくお願いします。

なお、本取扱いについては、今般の全国一斉のワクチン接種に係る臨時的・特

例的なものであることに留意願います。

記

次の業務については、兼務許可手続きは不要とする。

ただし、管理者として管理する薬局等の業務に支障がないこと。

・自治体から依頼されるワクチン接種に係る相談窓口業務

・自治体や医療機関から依頼される集団接種会場等でのワクチン接種補助

業務

【関係法令】

・ 医薬品医療機器等法第７条第３項

・ 医薬品医療機器等法第２８条第３項

・ 医薬品医療機器等法第３５条第３項

・ 医薬品医療機器等法第３９条の２第２項

・ 医薬品医療機器等法第４０条の６第２項


